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クラウド型レビューによる PCIデータセキュリティ基準監査サービス約款 

第1条（総則） 
1. 本約款は、ICMSソリューションズ株式会社（以下「当社」といいます。）が、PCIセキュリティ基準審議会〔PCI Security Standard Council〕

（以下「PCI SSC」といいます。）発行のPCIデータセキュリティ基準〔Payment Card Industry Data Security Standard〕（以下「PCI DSS」

といいます。）の要求事項に適合することを目的に、国際ブランドが発行するペイメントカード会員データ（以下｢アカウントデータ｣といいま

す。）を取り扱う情報システム（以下｢アカウントデータシステム｣といいます。）を持つ者（以下「契約者」といいます。）に対して、当社のクラウ

ド型レビューによるPCI DSS監査サービス（以下｢本サービス｣といいます。）を提供するための諸条件を定めるものです。なお、以下では、

本約款に基づいて当社と契約者との間で成立する契約のことを「利用契約」といいます。 
2. 本約款は、本サービスに関連して、当社と契約者の間に生ずる全ての関係行為に対して適用するものとします。 
3. 本約款に用いられる文言は、他に特段の定義がなされない限り、PCI DSS及び関連するガイダンスにおいて用いられる意味によるものとし

ます。 
4. 当社及び契約者は、本約款に定める義務を誠実に履行することに同意するものとします。 
5. 当社は本約款を変更することがあります。この場合、本約款の変更に伴う提供条件（料金その他を含みます。）の変更は、特段の定めがな

い限り、本約款の変更と同時に、自動的に全ての利用契約に適用されるものとします。なお、本約款の変更に際しては、当社は当該変更の

対象となる契約者に対し事前にその内容を告知します。（告知は、当社のWebページなどで行います。） 
 
第2条（監査） 

1. 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、次の各号に定める事項を履行するものとします。本サービスが開始された後に各号に定

める事項が遵守されていないことが判明した場合には、当社は、その判断により、本サービスの提供を中断できるものとします。 
（1）当社に対し、PCI DSSの要求事項及び関連するガイダンスに従って、必要なすべてのシステム証跡、ログ、記録、文書等を当社の指定

するシステム（以下「本システム」といいます。）に当社の指定する期日までにアップロードすること 
（2）当社担当者及び当社の指定する者による事業所及び作業エリア等への立ち入り及び関係者へのインタビューを許可し、かつ、これらが

円滑に行われるよう配慮すること 
（3）責任者を選任し、当社に通知すること 

2. 契約者は、本システムにログインするID及びパスワードを契約者の責任で適切に管理し、他者への貸与は一切行わないものとします。 
3. 当社は、事業所等への訪問を伴う監査を実施する際は、監査計画書を事前に提出します。 
4. 契約者は、当社に開示不可能なシステム証跡、ログ、記録、文書等、または、立ち入り不可能な事業所または作業エリア等が存在する場合

は、予め当社に報告するものとします。 
5. 当社は、事業所等への訪問を伴う監査の終了後、契約者に対し、対象となったアカウントデータシステムと事業所等の所在地等を記載した

PCI DSSの準拠に関するレポート（以下、ROC/ AOCといいます。）を、当社側の監査責任者の署名を付して提出します。ROC/ AOCの有

効期間は当社側の監査責任者が署名日から12ヶ月間とします。 
6. 契約者は、当社側の監査責任者が署名したROC/ AOCに契約者の責任者が署名したものを、速やかに当社に提出します。 
7. 契約者は、契約者の情報セキュリティ上の制限等により、システム証跡、ログ、記録、文書等を提出できない場合は、ROC/ AOCの署名日

から3年間、契約者にてこれらを保管するものとします。 
8. 当社は、契約者が希望する場合は、契約者に対し、監査完了の証として、監査証明書を発行します。監査証明書の有効期間は、有効期間

開始日から12ヶ月間とします。 
9. 契約者は、利用契約に基づいて契約者が履行すべき義務を監査対象組織（資本関係の有無に関わらず）にも遵守させるものとし、当社に

対し、対象組織の行為につき全責任を負うものとします。 
10. 監査完了後、契約者は、当社が決定する、または当社の認定機関（PCI SSC等）から要求されている監査サイクルにて定期的に監査を受

け入れるものとします。 
11. 契約者は、契約者のアカウントデータシステムが直近のROC/ AOCに適合しなくなった場合には、どの時点においても、すみやかに書面

（本システムまたはメールなど電子的手段を含む）にて当社にその旨を通知しなければならないものとします。当社は、契約者のアカウント

データシステムが継続的に適合可能な状況であるかを確認するため、システム証跡、ログ、記録、文書等の確認及び事業所等への訪問を

伴う監査を実施することがあります。 
12. 当社は、次の場合、PCI DSSの適合性を判断するため、システム証跡、ログ、記録、文書等の確認及び事業所等への訪問を伴う監査を実

施することがあります。この場合、契約者は適合性判断に必要な証跡等を当社に提出するものとします。 
（1） 監査を実施したアカウントデータシステムのPCI DSSの適合性に疑いがある場合 
（2） 当社が第三者から苦情を受けた場合 
（3） 重大な不適合があるおそれがある場合 
（4） ROC/ AOCまたは監査証明書記載の条件と異なる広告または宣伝が行われた場合 
（5） その他証明の適合性を脅かすような情報を確認した場合等 

13. 契約者は、監査されたアカウントデータシステムに関する以下の重大な事項については、全て当社へ報告するものとします。 
（1）法律上、商業上、組織上の地位又は所有権の変更 
（2）組織及び経営層（例えば、重要な管理層、意思決定、又は専門業務に携わる要員）の変更 
（3）監査されたPCI DSS適用範囲の変更 
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（4）アカウントデータフロー及び関連する業務プロセスの重大な変更 
（5）アカウントデータに関連するセキュリティインシデントの発生 

14. 契約者は、事業内容の変更やアカウントデータシステムまたは事業所等の移転により、監査対象となるアカウントデータシステムの範囲が変

更される場合には、すみやかに書面（本システムまたはメールなど電子的手段を含む）にて当社にその旨通知するものとします。当社は、か

かる通知を受けた場合、変更部分の適合性について、システム証跡、ログ、文書等の確認及び事業所等への訪問を伴う監査を実施しま

す。 
15. 当社は、PCI DSSの要求事項や関連するガイダンスに変更があった場合には、契約者に通知いたします。契約者は定められる期間におい

て、新しい要求事項や監査基準に適合するためにシステム証跡、ログ、文書等の確認及び事業所等への訪問を伴う監査を受け入れるもの

とします。 
16. 当社は、契約者の一部に常態化したまたは重大な要求事項や監査基準に対する不適合があり、定められた期間において是正が確認でき

ない場合には、ROC/ AOCの署名の拒否または監査証明書の回収及び取消し、または失効を公表する場合があります。 
17. 認定機関（PCI SSC等）から当社に依頼があった場合、当社はROC/ AOC及び提出されたシステム証跡、ログ、文書等を提供します。 
18. 契約者は、自己の従業員（派遣社員、業務委託先従業員を含みます。以下同じ。）に本システムへのアクセスを許可する、または訪問を伴

う監査に自己の従業員を同席させるときは、その者の機密保持について全責任を負うものとします。 
19. 当社によるクラウド型レビューによる監査及び監査証明マークの表示のために、契約者は監査サイクルにおいて次の料金を当社に支払うも

のとします。 
（1）クラウド型レビューの月次料金 
（2）コンサルティングサービス（適用範囲の策定、GAP分析、文書策定支援などを伴う）の月次料金 
（2）事業所等への訪問を伴う監査料金（監査計画書の作成を含む） 
（3）フォローアップ監査料金 
（4）ROC/ AOCの作成及びレビュー料金 
（5）PCI DSS適用範囲変更に伴う監査料金（アカウントデータシステムの大幅な変更や監査対象ロケーションの変更・追加等） 
（6）監査証明書発行料金 

20. 契約者は、本サービスにおける監査が原則としてサンプリングで行われること、それゆえ、サンプリングで取り上げなかったシステム証跡、ロ

グ、記録、文書、事業所等ににおいて不適合が存在する可能性があることを了承します。 
 
第3条（監査証明マーク、ROC/ AOC及び監査証明書） 

1. 当社の提出したROC/ AOCまたは監査証明書の信頼性を保つため、契約者は、監査証明マークについて、当社所定の監査証明マーク使

用規程に同意し、かつこれを遵守の上、広告宣伝用パンフレットその他の資料（電子データ、紙など媒体の如何、社内向け、外部向けを問

わず、以下「広告宣伝用資料」といいます。）に利用するものとします。 
2. 契約者は、監査証明マーク及び監査証明書について、誤解を与えるような使用・表明、引用を自ら行わず、また第三者にもこれを行わせな

いようにするものとします。 
3. 当社は、当社及び契約者が署名したROC/ AOCを契約者がその関係者に提出することを許諾します。ただし、契約者は、ROC/ AOCの提

出に関して全責任を負うものとします。 
4. 以下に該当する場合は、当社はいつでもROC/ AOCの署名の拒否または監査証明書の回収及び取消し、または失効の公表を行うことが

できるものとします。 
（1）契約者が利用契約に違反した場合 
（2）契約者のアカウントデータシステムがPCI DSSの要求事項や関連するガイダンスに適合していないと判断される場合 
（3）監査の過程において、監査結果に重大な影響を与える虚偽説明等が確認された場合 
（4）PCI DSSの信頼性を著しく毀損するおそれがある場合（法令違反等） 

5. 契約者は、当社から監査証明書の取消し、または失効の通知を受けた場合には、広告宣伝用資料に利用した監査証明マークを含む証明

に関するすべての記載を直ちに停止または中止するものとします。 
6. 監査証明の適合性を脅かすような事実や疑義（アカウントデータに関わるセキュリティインシデント等）を契約者からの報告や報道などにより

当社が確認した場合、契約者は、当社の指示により、監査証明マークを含む証明に関するすべての記載を一時的に中止するものとしま

す。この場合、契約者は、当社の書面（本システムまたはメールなど電子的手段を含む）による通知をもってのみ記載を再開できるものとし

ます。 
7. 監査証明マーク、ROC/ AOC及び監査証明書の所有権及び著作権その他の一切の知的財産権等は当社に帰属するものとし、契約者は

これに同意します。 
8. 監査証明マーク、ROC/ AOC及び監査証明書は、本約款記載の事項及び関連する規定を遵守した上で契約者に利用許諾されます。ただ

し、その所有権及び著作権その他の一切の知的財産権等は契約者に譲渡されないものとします。 
 
第4条（機密保持） 

1. 契約者及び当社は、利用契約を通じて知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報及びこれらに含まれる個人情報

（以下機密情報といいます。）を第三者に開示・漏洩等してはならないものとします。 
2. 前項に関わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に当たらないものとします。 

（1）受領者が開示を受けた時点で、既に合法的に知得していた情報 
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（2）受領者が開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報 
（3）受領者が開示を受けた後、受領者の故意又は過失によらず公知となった情報 
（4）受領者が機密情報に依存することなく、独自に開発、作成した情報 
（5）受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

3. 契約者から提出されたシステム証跡、ログ、記録、文書等は、当社とPCI SSCとの契約の定めに従い、本サービス終了後3年間は当社にて

保有するものとします。 
4. 本条第1項にかかわらず、当社が法令等により機密情報の開示を要求された場合、当社は機密情報を開示することができるものとします。

ただし、その場合は、法令等によって規制されない限り、当社は契約者に通知するものとします。 
5. 本条第1項にかかわらず、当社がPCI SSCとの契約により機密情報の開示を要求された場合、当社はPCI SSCに対して機密情報を開示

することができるものとします。また、当社がPCI SSCから追加のシステム証跡、ログ、記録、文書等の提示を要求された場合、契約者は当

社にこれらを提出するものとします。 
6. 本条に基づく機密保持義務は、利用契約の終了後も3年間効力を有するものとします。 

 
第 5 条（当社が行う契約の解除） 

1. 契約者が本約款に違反した場合、当社は、相当な予告期間を以て予め通知の上、利用契約を解除することができるものとします。 
2. 当社は、契約者に次のいずれかの事由がある場合は、予め契約者に通知することなく利用契約を解除することができるものとします。 

（1）破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続開始の申立てがあったとき 
（2）保有する財産について仮差押、仮処分、差押、競売の申立て又は公租公課の強制処分がなされたとき 
（3）支払停止、手形・小切手の不渡り、取引停止処分その他著しい信用悪化の状況に陥ったとき 

3. 利用契約の解除に伴い、契約者が利用する監査証明マーク、または当社が提出した ROC/AOC、監査証明書は直ちに無効となり、契約者

は、広告宣伝用資料に利用した監査証明マーク等を含むすべての記載を中止し、かつ契約終了から 30 日以内に署名入り ROC/ AOC 及

び監査証明書の原本を当社に返却（データの場合は当該データを削除）することとします。なお、当社から要請があった場合、契約者は、

当社に対し、すべての記載を中止した旨（データの場合は当該データを削除した旨）の証明を書面（本システムまたはメールなど電子的手

段を含む）にて行うものとします。 
 

第 6 条（損害賠償の範囲） 
1. 万一、契約者が当社による監査に起因して何らかの損害（情報等が消失、破損もしくは減失したことによる損害、又は契約者が ROC/ AOC

から得た情報の使用等に起因する損害を含むがそれに限定されません。）を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、一切の

賠償責任を負わないものとします。 
2. 当社の義務違反により生じた賠償責任については、損害を生じさせた事象の発生日より前 6 カ月の間に契約者が当社に支払った金額を限

度とし、また契約者が現実かつ直接に被った損害（逸失利益及び特別利益は含みません。）の範囲に限定されるものとします。 
3. 契約者が監査証明マーク、ROC/ AOC 及び監査証明書を利用したことにより第三者に損害を与えた場合、契約者は自らの責任において解

決するものとし、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。 
 

第 7 条（反社会的勢力の排除条項） 
1. 当社及び契約者は、それぞれの相手方に対し、自ら及び自らの役員、従業員並びに自らの下請け及び再委託先(以下「関係者」といいま

す。) について、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋

等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。) に該当しないこと、

及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
（3）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用して

いると認められる関係を有すること 
（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 
（5）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

2. 当社及び契約者は、それぞれの相手方に対し、自ら又は自らの役員、従業員が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当

することを行わないことを確約する。 
（1）暴力的な要求行為 
（2）法的な責任を超えた不当な要求行為 
（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
（4）風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 
（5）その他前各号に準ずる行為 

3. 当社及び契約者は、相手方若しくは相手方の役員、従業員又は関係者が、暴力団員等若しくは本条第１項各号のいずれかに該当し、又

は本条前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は本条第１項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相

手方との取引を継続することが不適切であると認められた場合には、利用契約を解除できるものとし、この場合、相手方は一切の異議を申

立てないことを確認する。 
4. 当社及び契約者は、前項の規定に基づいて利用契約が解除されたことにより、自らに損害が生じた場合にも、相手方になんらの請求をし

ないこと、及び本条前項の規定に基づく利用契約の解除により相手方に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負うことを確

認する。 
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第 8 条（契約の成立） 
1. 利用契約は、契約者が当社に対し当社所定の申込書にて申込みをし、この申込みに対して当社が承諾した場合に、当社の承諾の日をも

って成立するものとします。 
2. 申込者若しくは申込者の役員、従業員又は関係者が暴力団、暴力団員等若しくは第 7 条第 1 項または第 2 項の各号のいずれかに該当

する場合には、申込資格がないものとします。 
3. 万一、利用契約成立後に申込資格がないことが判明した場合（利用契約成立後に申込資格がなくなった場合も含みます。）には、当社は

直ちに利用契約を解除することができるものとします。 
4. 当社は、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。その場合、当社は申込者に対しその旨を通知します。 
5. 契約者がメール等、当社が定めるサービス申込書と別の書式、方法で申し込みを行い、当社が受理した場合においても、本約款が適用さ

れるものとします。 
6. 利用契約成立後、契約者が自己都合により利用契約の解除を希望する場合、契約者は 3 ヶ月前までに通知することにより契約を解除する

ことができるものとします。 
 
第 9 条（料金等の支払方法） 

契約者は当社に対し、第 2 条第 19 項所定の料金等を、請求書記載の支払期限までに当社指定の銀行口座に振込み支払うものとします（振

込手数料は契約者の負担とします。）。また、本サービスの対価は、契約期間の経過（月次料金の対価は、月末日）をもって発生するものとし、

期間経過後は、当社は、いかなる場合でも返金に応じないものとします。なお、契約者と金融機関等との間で紛争が発生した場合、当該当事

者間で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。 
 
第 10 条（割増金及び延滞損害金） 

料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として当社が指定する期限までに当社が指定する方

法により支払うこととします。また、契約者が、料金その他の債務（延滞利息は除きます。）について支払期限を経過してもなお支払いがない場

合、契約者は、年 6％の割合による遅延損害金（1年を 365 日として日割計算）を当社が指定する方法により支払うこととします。 
 
第 11 条（消費税） 

契約者が当社に対し監査に係る料金等を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及

び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し当該料金等を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相

当額を併せて支払うものとします。 
 
第 12 条（再委託） 

当社は、当社が必要と認めるときは、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができることとします。 
 

第 13 条（準拠法と管轄裁判所） 
本約款に関する準拠法は日本法とします。また、契約者と当社との間の利用契約に関わる紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又

は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 

付則 
本約款は、2025年 12月 1 日に発行し、それ以降のサービスのご利用に適用されます。 
本約款は、2026年 5月 1 日に改訂し、それ以降のサービスのご利用に適用されます。 
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